
葛塚東小学校・太田小学校統合実行委員会について 

目的 

平成 30 年 4 月予定の葛塚東小学校と太田小学校との統合に向けて必要とな

る検討項目や作業について、保護者、地域住民、学校教職員、教育委員会事務局

が協働することにより円滑な統合を図る。 

構成メンバー、検討・作業部会 

運営方法について 

統合までの間、おおむね４か月に１回程度、統合実行委員会を開催する。 

原則として前半の時間に各部会での検討を行い、後半の全体会で各検討・作業

部会から検討内容や方向性を報告し承認を受けることによって協議を進めて

いく。 

統合実行委員会の開催時以外にも、必要があれば部会単位で開催する。 

統合実行委員会で決まった内容や方向性については、必要に応じて市や教育委

員会へ要望を行う。 

会場については、葛塚コミュニティセンター、葛塚東小学校、太田小学校のい

ずれかで開催する。 

葛塚東小学校・太田小学校統合実行委員会

葛塚東小学校ＰＴＡ・太田小学校教育振興会 

葛塚東小学校区コミュニティ協議会・太田ちいきコミュニティ協議会 

葛塚東小学校教職員・太田小学校教職員 

※ それぞれの団体から、各部会へおおむね2名ずつ委員を選任する。 

事務局 

教育委員会事務局（教育総務課企画室・北区教育支援センター 他）

総務部会 

担当事項 

・年間行事、交流計画

・学校施設、設備 

・ビジョン、教育課程

・副教材調整 等 

地域連携部会 

担当事項 

・PTA組織 

・パートナーシップ事業

・ふれあいスクール

・両地域の交流 等 

安心安全部会 

担当事項 

・スクールバス 

・通学路の安全 

・子ども見守り 

ボランティア 等 

検討・作業部会



葛塚東小学校・太田小学校統合実行委員会 設置及び運営規程 

（目的及び設置） 

第１条 平成３０年４月に予定されている葛塚東小学校と太田小学校との統合に関わる課

題を協議し円滑な統合を図るため、葛塚東小学校区と太田小学校区とを合わせた地域内に

統合実行委員会を設置する。 

（名 称） 

第２条 この会の名称を葛塚東小学校・太田小学校統合実行委員会（以下、「統合実行委員

会」という。）とする。 

（統合実行委員会の委員及び組織） 

第３条 統合実行委員会の委員（以下、「委員」という。）は、葛塚東小学校区及び太田小学

校区の次の各号に示す団体から選出された者で構成する。 

(1) 葛塚東小学校ＰＴＡ・太田小学校教育振興会 

(2) 葛塚東小学校区コミュニティ協議会・太田ちいきコミュニティ協議会 

(3) 葛塚東小学校教職員・太田小学校教職員 

(4) その他統合実行委員会が必要と認めた者 

２ 委員から、統合実行委員会の委員長１名及び副委員長若干名を委員の互選により選出す

る。 

３ 委員の任期は１年とし、再任を妨げないものとする。 

（委員長等の任務） 

第４条 委員長は、この統合実行委員会を統括する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐して統合実行委員会の運営にあたり、委員長に事故あるとき

は、その職を代行する。 

３ その他、委員長の認めるところにより必要な職をおき、その任務は委員長が定める。 

（会 議） 

第５条 この統合実行委員会の会議は委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員長が必要と認めた者は統合実行委員会の会議に出席し、委員長または委員の求めに

より発言することができる。 

（検討・作業部会） 

第６条 統合実行委員会内に以下の検討・作業部会を置き、それぞれの部門に関わる協議等

を行う。 

総務部会 

安心安全部会 

地域連携部会 

２ 検討・作業部会を構成する委員は委員長が選任し、統合実行委員会の承認を得る。 

３ 検討・作業部会の部会長を、各部会を構成する委員の互選により選出する。 

４ 検討・作業部会は部会長または部会長の指示を受けた者が進行する。 



５ 検討・作業部会における協議等の内容は、部会長が適宜統合実行委員会に報告し、協議

の上承認を得る。 

６ 検討・作業部会が必要と認めた者は検討・作業部会の会議に出席し、部会長または部員

の求めにより発言することができる。 

（広 報） 

第７条 統合実行委員会の協議状況概要について、適宜たよりを発行し地域住民に周知する

とともに、新潟市ホームページ「学校適正配置」のページ内に掲載し広報を行うこととす

る。 

（その他） 

第８条 この規程に定めるものの他、統合実行委員会の運営に関して必要な事項は、委員長

が別に定める。 

２ 統合実行委員会の事務局を葛塚コミュニティセンターに置き、事務局実務は、新潟市教

育委員会と分担する。 

附 則 

この規程は、平成２８年６月２９日より施行する。 



統合実行委員会 各検討・作業部会の協議内容について（例） 

○交流授業の計画・実施について 

統合までの間に実施する両校児童の交流活動の回数や内容 など

○統合後の学校年間行事について 

運動会、文化祭、修学旅行・自然教室 など 

○施設・設備の整備について 

統合に伴う施設・設備の整備要否の検討 など 

○学校経営方針、学校教育ビジョンについて 

統合後の経営方針、教育ビジョンの策定 

○副教材の調整について 

体育着、リコーダーほか副教材の統一の検討 

○太田地区からのスクールバスの運行について 

運行台数、運行ルート、乗降場所、乗降時の安全確保 など 

○通学路の安全対策について 

統合により通学路に変更が生じた場合の通学路の安全確認及び対策 など 

○子ども見守りボランティアについて 

両地域での実施要項の確認 など 

○ＰＴＡ・教育振興会の組織、会則について 

両校ＰＴＡ・教育振興会の組織や会則の比較検討と改定案の作成 など 

○地域と学校パートナーシップ事業について 

事業の統合に向けた両校での活動内容の紹介、地域教育コーディネーター

や学校支援ボランティア など 

○ふれあいスクール事業について 

太田小で実施している活動やイベント等の紹介、継続の検討 など 

○保護者間交流・地域間交流について 

統合前の両校保護者、両地域住民の交流行事等について 

総務部会

安心安全部会

地域連携部会



葛塚中学校区 通学区域概図 

児童数・学級数 将来推計 

推計値

校 学

名 年 児童数 学級数 児童数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数

1 104 4 101 99 4 94 3 92 3 78 3 90 3

2 109 4 104 101 4 99 4 94 3 92 3 78 3

3 113 4 109 104 3 101 3 99 3 94 3 92 3

4 87 3 113 109 4 104 3 101 3 99 3 94 3

5 100 3 87 113 4 109 4 104 3 101 3 99 3

6 117 4 100 87 3 113 4 109 4 104 3 101 3

計 630 22 614 613 22 620 21 599 19 568 18 554 18

1 7 1 12 18 1 8 1 12 1 12 1 11 1

2 13 1 7 12 1 18 1 8 1 12 1 12 1

3 9 1 13 7 1 12 1 18 1 8 1 12 1

4 9 1 9 13 1 7 1 12 1 18 1 8 1

5 15 1 9 9 1 13 1 7 1 12 1 18 1

6 8 1 15 9 1 9 1 13 1 7 1 12 1

計 61 6 65 68 6 67 6 70 6 69 6 73 6

校 学

名 年 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数

1 117 4 102 4 104 4 90 3 101 4

2 113 4 117 4 102 4 104 4 90 3

3 111 4 113 4 117 4 102 3 104 3

4 122 4 111 4 113 4 117 4 102 3

5 122 4 122 4 111 4 113 4 117 4

6 96 3 122 4 122 4 111 4 113 4

計 681 23 687 24 669 24 637 22 627 21

実数値
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葛塚東小学校・太田小学校　統合実行委員会　スケジュール（案）

平成２８年 平成２９年

６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

第１回
統合実行委員会
（6／29）

第２回
統合実行委員会
（10／　）

第３回
統合実行委員会
（２／　）

年間行事、交流授業の計画・実施

施設・設備の整備

学校経営方針、教育ビジョン

教育課程（生活・総合等）

副教材の調整

その他（部会開催等）

スクールバス運行

通学路の安全対策

子ども見守りボランティア

その他（部会開催等）

ＰＴＡ組織・会則

パートナーシップ事業関係

ふれあいスクール関係

保護者間交流・地域間交流

その他（部会開催等）

平成２９年 平成３０年

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

第４回
統合実行委員会
（６／　）

第５回
統合実行委員会
（10／　）

第６回
統合実行委員会
（２／　）

年間行事、交流授業の計画・実施

施設・設備の整備

学校経営方針、教育ビジョン

教育課程（生活・総合等）

副教材の調整

その他（部会開催等）

スクールバス運行

通学路の安全対策

子ども見守りボランティア

その他（部会開催等）

ＰＴＡ組織・会則

パートナーシップ事業関係

ふれあいスクール関係

保護者間交流・地域間交流

その他（部会開催等）

　　　　　　　　　　　　　　　年月

検討内容等

総
務

安
心
安
全

部
会

地
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連
携

　　　　　　　　　　　　　年月

検討内容等

総
務

安
心
安
全

地
域
連
携

部
会

3

学校間で検討 学校案説明 意見等を反映 H29交流活動決定H29交流授業

委員提案等 学校案説明 意見等を反映 行事計画決定H30年間行事

スクールバス運行本数、運行経路、乗降場所の検討、通学路の安全点検、対策

学校間で検討

組織・会則案の決定総会で組織・会則案を説明、意見聴取 意見の調整 次年度役員選出作業 次年度役員内定

担当課からの事業説明・方向性検討

方向性検討

方向性決定

方向性決定

組織・会則の比較 組織・会則案の策定

担当課からの事業説明 運営主任による説明

3

学校間で検討 学校案説明 意見等を反映 方針、ビジョン決定

不足備品の購入・設置

部
会
長
の
選
出

検
討
内
容
の
確
認
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
確
認

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰによる説明

学校間で比較検討

児童数・学級数推計等説明

事例紹介、アイデア出し 交流行事の検討

交流行事の開催交流行事の決定

バス運行方法決定

実施要領の確認

スクールバス運行本数、運行経路、乗降場所の検討、通学路の安全点検、対策 バス運行業者等決定

3

学校間で検討 学校案説明 意見等を反映 計画決定



第２回　統合実行委員会の日程について 2016.06.29

日　程 教育総務課企画室

1 木 1 土 1 火

2 金 2 日 2 水

3 土 3 月 3 木 文化の日

4 日 4 火 4 金

5 月 5 水 5 土

6 火 6 木 6 日

7 水 7 金 7 月

8 木 8 土 8 火

9 金 9 日 9 水

10 土 10 月 体育の日 10 木

11 日 11 火 11 金

12 月 12 水 12 土

13 火 13 木 13 日

14 水 14 金 14 月

15 木 15 土 15 火

16 金 16 日 16 水

17 土 17 月 17 木

18 日 18 火 18 金

19 月 敬老の日 19 水 19 土

20 火 20 木 20 日

21 水 21 金 21 月

22 木 秋分の日 22 土 22 火

23 金 23 日 23 水 勤労感謝の日

24 土 24 月 24 木

25 日 25 火 25 金

26 月 26 水 26 土

27 火 27 木 27 日

28 水 28 金 28 月

29 木 29 土 29 火

30 金 30 日 30 水

31 月

１１月９月 １０月


